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検討結果
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電力小売事業の全面自由化時（2016年／4月）から使用される「需要家スイッチング

支援システム」を中心にした、「スイッチング関連業務に関するルール」の建付けにつ
いて、検討した結果を報告します。

１．スイッチング関係ルールを「広域機関ルール」として以下のように策定する。
（対象のルール）
①スイッチング支援システム利用に関するルール →「送配電等業務指針」
②小売り事業者間のスイッチング業務に関するルール → 「送配電等業務指針」
③小売電気事業者・一般送配電事業者間の情報連携ルール →「標準規格」

２．スイッチング関係ルールを広域機関ルールとして策定し運用するが
そのルール違反事業者への「指導・勧告・（制裁）」業務は
広域機関が行う。
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各種課題検討の場として設置

電力広域的運営推進機関

スイッチング支援システム等の検討に関する作業会

■スイッチング支援システムに関する検討

■小売－送配電間の業務全般に係る情報連携の検討

小売－送配電情報連係に関する技術検討部会

設立に向けて準備

テーマ毎により集中的に詳細を

検討する場として設置

広域的運営推進機関

設立準備組合

設立準備組合 検討会

共通情報
検索機能

託送異動
業務機能

ルール化 SW
ルール

BP

スイッチング
支援システム
の設計(RFP)

■システム面での連携方法に関する共通規約の
制定

BP

通信
規約

■スイッチングに関するルール

通信規約：小売・送配電間通信共通規約
BP：ビジネスプロトコル標準

内容、実施状況
の確認

ガイド
ライン等

＜広域機関ルール＞

連携が必要な業務
の洗い出し

連携情報の標準化

様式に含む項目の
検討

経済産業省

スイッチングに関するルール
や、小売－送配電間の業務連
携ルールを、広域機関で定め
ることを規定

全面自由化開始に向け
各種ガイドライン等に
おいて、円滑なスイッ
チングを実現するため
の規定が整備されるこ
とを想定

託送料金の
請求に関す
る情報

３０分
使用量情

報

広域機関
業務規程・
送配電等業務
指針等

規定類の原案作成

スイッチング支援システム
を利用する業務に関する
ルールをSWルールとして規
定していく。
なお、内容により広域機関
ルールで定めるもの、業界
間ルールとして定めるもの
を今後精査していく。

ルール化

■情報連携に関するルール

（現状整理） 第8回制度設計ＷＧ資料の一部抜粋（準備組合作業会報告）
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（現状整理） 業務規程における「スイッチング」関係の規定
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経済産業大臣 電気事業法

送配電等業務指針業務規程

（広域機関の業務についてのルール）

（認可申請） （認可申請）（認可） （認可）

（送配電等業務に関する会員業務についてのルール）

第１２章 需要家スイッチング支援
（需要家スイッチング支援）
第９３条 本機関は法第２８条の４０第7号に基づき、電気事業法の一部を改正する法律（平成26年法律第７２号）が施行される
までに、需要家スイッチング支援のためのシステムを開始し運用を開始する。
２ 前項のシステムには、需要家の承諾を得た電気事業者が当該承諾の範囲内で、当該需要家の託送契約に係る個人情報
又は法人情報を取得できる仕組みを具備することとする。

（システム利用に関する遵守事項の検討）
第９３条の２ 本機関は、前条第１項のシステムの運用の開始に向けて、当該システムを利用する業務に関する遵守事項につ
いて検討を進め、とりまとめた結果を公表する。
２ 前項の検討に当たっては、国との調整並びに有識者及び関係する主な会員からの意見聴取を行うものとする。

第１９章 情報通信技術の活用支援
（電子情報を交換するための標準規格の策定）
第１０５条の２ 本機関は、会員その他の送電系統を利用する者（以下、本章において「系統利用者」という。）の業務運営が円
滑化し、電気事業の全国大での効率化に資すると認められるときは、系統利用者が情報通信技術を活用して相互に電子情報
を交換するための標準規格を策定する。
２ 本機関は前項の標準規格を策定、又は変更するときは、関係する系統利用者と協議するとともに、必要に応じ国との調整
及び有識者の意見聴取を行う。
３ 第１項の標準規格を策定、又は変更したときは、速やかにこれを公表する。

定款

（認可申請） （認可）
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「スイッチング」関連ルールの建付け その①
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電気事業法 経済産業大臣

業務規程

（認可申請） （認可）

第１２章 需要家スイッチング支援

第９３条 （需要家スイッチング支援）
第９３条の２（システム利用に関する
遵守事項の検討）

業務規程第９３条、第９３条の２に基づき、スイッチング支援シス
テムを利用する事業者は「利用ルール」として以下に定める事項
を遵守しなければならない。
第ｐｐ条・・・

一般送配電事業者は、小売事業者側からの要求にしたがって、
設備／電力量情報を提供する。「設備／電力量情報検索業務に
関する操作仕様」に従って小売事業者及び一般送配電事業者は
その業務を実施する。
第ｑｑ条・・・

小売事業者間の託送異動に関する手続き業務は別途定める、
「託送異動業務に関する操作仕様」に従って、新旧の小売事業者
は実施する。
第ｘｘ条・・・・

ＡＰＩ連携を希望する事業者は、別途定める「外部インタフェース
仕様」を準拠してスイッチング支援システムに接続しなければなら
ない。・・・・・・・
第ｙｙ条・・・
新規参入小売電気事業者の
システム利用手続は・・・・・
第ｚｚ条
システム利用規約（セキュリティ対策、情報取扱い規定）は・・・

ＡＰＩ連携のため
の

「外部インタ
フェース仕様」

（基本方針／
ガイドライン）

①スイッチング支援システム利用に
関するルール

「設備／電力量
情報検索業務に
関する操作仕様」

「託送異動業務
に関する操作仕
様」

ルール策定
の例文

（認可申請） （認可）

送配電等業務指針



OCCTO  All rights reserved

「スイッチング」関連ルールの建付け その②
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電気事業法 経済産業大臣

業務規程

（認可申請） （認可）

第１２章 需要家スイッチング支援

第９３条 （需要家スイッチング支援）

第９３条の２（システム利用に関する
遵守事項の検討） 業務規程第９３条、第９３条の２に基づき、スイッチング

業務を行うに当たり新・旧小売電気事業者は、スイッチ
ング支援システムの利用前後及び利用中において、以
下の事項を遵守しなければならない。

第ｘｘ１条・・・（廃止取次時の本人確認方法）

新小売電気事業者は、廃止取次時の本人確認を
別途定める「aaa」に従って実施する。

第ｘｘ２条・・・（小売り契約時の不利益事項説明）

新小売電気事業者は、旧小売電気事業者との契約
解除時に発生する可能性がある、不利益事項説明を
「bbb」に従って実施しなければならない。

第ＸＸ３条・・・（円滑な廃止取次の実現）

新・旧小売電気事業者は、円滑な廃止取次を実現す
るために、「ccc」にしたがって実行しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

②小売電気事業者間のスイッチング
業務に関するルール

「ccc」

円滑な廃止取次
の実現手順

「aaa」

廃止取次時の本
人確認方法と項
目

「bbb」

小売契約時の不
利益事項説明項
目

（基本方針／
ガイドライン）

（認可申請） （認可）

ルール策定
の例文

送配電等業務指針
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３０分電力量提供業務ビジネスプロト
コル標準規格

本規程は、業務規程第１０５条の２に基づき、ス
イッチング業務に関する、ＢＰ標準「共通規約」と
して以下のように定める。

第ｘｘ条・・・

第ＸＸ条・・

第ｘｘ条・・・

「スイッチング」関連ルールの建付け その③
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電気事業法 経済産業大臣

業務規程

（認可申請） （認可）

小売事業者・一般送配電事業者間
EDI共通規格

「小売事業者・一般送配電事業者間EDI共通規
約」として・・・規定する。

第１章・・・

第２章・・

第３章・・・
・・・・・・

第１９章 情報通信技術の活用支援

第１０５条の２ （電子情報を交換するための標準規格の策定）
確定使用量通知業務ビジネスプロトコ
ル標準規格

③小売電気事業者・一般送配電事業者間の
情報連携ルール

標準規格
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スイッチング関係ルール違反事業者へ「指導、勧告、制裁」業務
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第１２条 （会員への制裁）
第１２条 （会員への制裁）

本機関は会員が次の各号に掲げるいずれかに該当
すると認めるときは理事会の議決を経て制裁を科す
ことができる。
一 ～五 ・・・（略）
六 法令、定款、業務規程又は送配電等業務指

針その他本機関が定める規程に違反したとき。
七 前各号の他、送配電等業務の円滑な実施を著し
く阻害すると認められる行為を行ったとき

２ 前項に規定する制裁は、けん責、過怠金の賦課及
び議決権その他会員の権利の停止又は制限とす
る。

３ ・・（略）

定款

（認可申請）
（認可）

業務規程

（認可）

（法２８条の４０第５号）
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の
確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告

その他の業務を行うこと。

電気事業法 経済産業大臣

第１５章 指導・勧告
（指導・勧告の実施）
第１００条 本機関は、電気供給事業者が次の各号に掲げるいずれ
かに該当すると認めるときは、法２８条の４０第５号に基づき、当該電
気供給事業者に対する指導又は勧告を行う。
一 ～五 ・・・（略 → 指導・勧告対象となる各事項が記述）
六 本規程に基づく要請又は調整に正当な理由なく応じないとき
七 電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規程又は送配電

等業務指針に照らして不適切な行為を行っていることが認め
られるとき

八 前各号の他、理事会が必要と認めるとき
２ 本機関は、前項の指導又は勧告を行ったときは、遅滞なく、対象
となった電気供給事業者の氏名又は商号、指導又は勧告の内容及
びその理由を公表する。

スイッチング関係ルール
違反事業者に対して広域機
関が指導・勧告する観点か
ら、スイッチング関連事項を
追加明記する。

（広域機関の業務についてのルール）

（認可申請）


